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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年５月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年２月１０日（日） １４時２０分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市江
え

ノ
の

島
しま

南方沖亀
かめ

瀬
せ

 

西海市所在の丸田港南防波堤灯台から真方位１９７°２,０００ｍ

付近 

（概位 北緯３２°５９.０′ 東経１２９°２０.８′） 

事故調査の経過  平成２５年２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 泰山
たいざん

丸、５.９トン 

 ２９２－４４９５４長崎、株式会社本山建設 

 １２.５０ｍ×２.７９ｍ×０.９２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成１２年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 平成９年１月３０日 

  免許証交付日 平成２３年１２月６日 

         （平成２９年１月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ軸の曲損、プロペラ翼の曲損及び欠損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、平成２５年２

月１０日１４時００分ごろ、西海市平
ひら

島東方沖での遊漁を終え、長崎

県佐世保市ハウステンボス町の係船場所に向けて帰途についた。 

本船は、船長が、ＧＰＳプロッターの画面に残った係船場所から平

島東方沖の遊漁場所までの航跡上を戻るように操船し、江ノ島南方沖

を約２２ノットの速力で東進中、１４時２０分ごろ、船体に衝撃を受

け、本船が、江ノ島南方沖の亀瀬に乗り揚げた。 

 本船は、プロペラ翼等を損傷したことから航行不能となり、海上保

安庁へ通報し、来援した巡視艇により佐世保市佐世保港までえい
．．

航さ

れた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 干潮時（大潮） 
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 その他の事項 

 

 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.１ｍであった。 

 船長は、本事故発生海域への航行は何度も経験しており、航行経路

に亀瀬があることを知っていたものの、干潮時の水深の調査を行った

ことはなかったが、日頃から同瀬付近を航行していたので、乗り揚げ

ることはないと思っていた。 

船長は、ＧＰＳプロッター画面の航跡を見ながら航行していたが、

画面上に等深線は表示されていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、江ノ島南方沖を東進中、船長が、亀瀬の存在を知っていた

が、日頃から同瀬付近を航行していたので、干潮時の水深の調査を行

わずに航行したことから、同瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、江ノ島南方沖を東進中、船長が、亀瀬の存在を

知っていたが、日頃から同瀬付近を航行していたので、干潮時の水深

の調査を行わずに航行したため、同瀬に乗り揚げたことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浅所が存在する場所では、水深の確認を行い、できる限り瀬を避

けて航行すること。 

 




